
 

 

下記の使用許諾契約書（以下｢本契約｣）は、お客様と株式会社フォーカスシステムズ（以下「当社」）との間の契約です。本ソフトウェア製品（以下、ソフトウェア

製品）をご使用になる前に、本契約をよくお読みください。お客様は、ソフトウェア製品をコンピュータハードウェアにインストールすることによって、本契約のす

べてに同意したものとみなされます。 

 

 

使 用 許 諾 契 約 書 

 

第１条（使用権の許諾） 

 当社は、本契約の条件に従い、ソフトウェア製品に関して、日本国内における以下の非独占的かつ譲渡不可能な権利をお客様に対して許諾します。 

１． 評価版としての使用許諾 

・ お客様はインストールから４５日間の期間を上限として、指定するオペレーティングソフトウェアが稼動する１台ないし複数台のコンピュータハードウ

ェアにおいて、ソフトウェア製品を使用することができます。 

・ お客様は、ソフトウェア製品の使用期間終了後、ソフトウェア製品をコンピュータハードウェアから削除及びアンインストールするものとします。 

・ お客様は、ソフトウェア製品を継続的に利用する場合には、製品版をご購入いただく必要があります。 

２． 製品版としての使用許諾 

・ お客様は製品版として別途購入するシリアル（ライセンスキー）1つにつき、オペレーティングソフトウェアが稼動するコンピュータハードウェア1台に

おいて、ソフトウェア製品を使用することができます。 

第２条（禁止事項） 

 １．お客様は、当社の書面による事前の承諾なく、ソフトウェア製品の全部または一部を、第三者に譲渡、リース、貸与、再使用許諾、再頒布、またはその他一切

の利用をさせることができないものとします。 

 ２．お客様は、ソフトウェア製品及び第三者のソフトウェア製品に対して、修正、変更、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすること

はできないものとします。また、お客様は、当該行為により生じた当社及び第三者に対する損害賠償の責任を負うものとします。 

第３条（著作権等） 

 １．ソフトウェア製品及びマニュアルに関する著作権、特許権、商標権、及びその他のすべての知的財産権は、原則として当社に独占的に帰属します。 

 ２．本ソフトウェア製品とともに、第三者のソフトウェア製品がお客様に提供される場合、第三者のソフトウェア製品及びマニュアルに関する１項と同様の権利に

ついては、原則としてそれぞれ第三者に帰属します。 

第４条（保証及び責任限定） 

 １．ソフトウェア製品の導入及び使用についてはすべてお客様の責任をもって行っていただきます。当社は、その導入、使用結果に対する損害の補償、賠償を一切

行いません。評価版としてご提供した場合についても同様とします。 

 ２．当社は、製品版に限り、ご購入後３０日間ソフトウェア製品がドキュメント等において当社が明示的に表明した機能に実質的に適合することを保証します。そ

の保証の内容は、当社の任意の選択により、（１）当該製品そのものの改善対応、または、（２）お客様の支払われた当該製品代金額の返金のいずれかに限定さ

れます。なお、当社は、当社の認定しない第三者の製品との組み合わせによって生じた不具合等については、補償、賠償、瑕疵担保責任その他一切の責任を負

いません。 

 ３．ソフトウェア製品とともに提供される第三者のソフトウェア製品またはハードウェアに対しては、当該第三者がその定めるところにより責任を負担します。 

 ４．本条が当社のソフトウェア製品に関するお客様に対する保証及び責任の一切であり、いかなる場合においても、当社のお客様に対する補償、賠償の金額は、お

客様の支払われた当該製品代金額を越えないものとします。 

第５条（サポート） 

 当社は、ユーザ登録後製品版に限り、ユーザ登録いただいた内容に基づき、以下の技術サポートを提供します。サポートを利用する際には、ユーザ登録いただいた

ご担当者様よりお問い合わせください。 

 ・ソフトウェア製品の使用方法、不具合、運用、その他技術情報（当社が公開できると判断する範囲に限る）に対する、Web、電子メール、FAXでの情報提供 

第６条（契約の解除） 

 お客様が本契約に違反した場合、当社は本契約を解除することができます。本契約が解除または終了した場合、お客様はライセンス許諾時に提供を受けたすべての

ものについて（コピーを含む）、当社に返却または破棄（およびその証明）をするものとします。 

第７条（一般条項） 

 １．ソフトウェア製品の日本国外への持ち出し、通信等は一切禁止いたします。 

 ２．本契約には、日本国の国内法が適用されるものとします。本契約に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 
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※本紙の印刷は、紙へのセキュリティ技術により、当社名・発行年月日が「地紋透かし」情報として埋め込まれております。 


